
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和８年３月３日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

装飾カバーを有する蓄熱型あんか 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 
蓄熱型の湯たんぽ。保温カバーが附属されており、蓄熱後、この保温カバーでカバーし使

用する。 

 

○構造、仕様、意匠 

 
内部に液体と、それを暖める電熱装置が組み込まれた蓄熱型の湯たんぽ。 

蓄熱用電源プラグを用いて給電し、加熱。 

加熱後、蓄熱用電源プラグを外し、保温カバーでカバーし使用。 

この保護カバーは、動物を形取ったデザイン。 

・電気仕様：AC100V 50/60Hz 400W 
 

（参考）取扱説明書に、以下の注意の記載がある 

注意 強制：乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意する。  

注意 禁止：幼児や子供の手の届く所に保管しない。また子供だけで使用させない 

 

○主な使用者、販売先 

 

  子供、一般家庭 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 
電熱器具の中の特定電気用品である「電熱式おもちや」として取り扱う。 

 
（理由） 

子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等の縮尺模型の装飾が施された外郭を備

えているものは、「電熱式おもちや」として扱うとしている。 

当該機は、附属の保護カバーを使用する事を前提としたもので、湯たんぽ本体に於けるデ

ザインではないが、保温カバーを含め、当該電気用品のデザインと考え、「電熱式おもちや」

として扱うのが妥当と判断する。 

 

 

 


